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令和3年2月市議会定例会環境経済委員会資料

第4号議案令和2年度長崎市一般会計補正予算
〔文化観光部所管分〕
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ページ

16,500千円

款

予算説明書

2

総務費

1 概要

「明治日本の産業革命遺産」の構成資産のーつである吐謝島炭坑」は世界遺産及び国指定史跡

として将来にわたり適切に保存管理を行う必要があるが、台風の影響で護岸を越波した波が瓦礫

を動かし、瓦礫の飛散等の被害が生じていることから、台風による国指定史跡や見学施設への被

害を軽減するための対策工事を実施していた。

しかし、令和2年9月2日に本市へ最接近した台風9号の影響により、工事目的物が引渡し前に

被災を受け、当該工事の続行が困難となったため、'工法等を見直し、再度、災害軽減対策工事を

実施するもの。

項

総務管理費

目

22

番号
享

1-1

【補助】世界遺産保存

整備事業費

「明治日本の産業革

命遺産」

2 事業内容

(1地肯島炭坑跡災害軽減対策工事 26,000千円

ア事業内容

台風の影響で護岸を越波した波が瓦礫を動かし、飛散等の被害が生じているため、瓦礫が

動くことを最小限に抑えるための工事を実施することで台風による国指定史跡や見学施設へ

の被害を軽減する。

イ事業費

総事業費:43,227千円(当初予算額:21,000千円、苗』亘^)

事業内訳:工事費26,000千円(工法等見直し後、再度、災害軽減対策工事を行うもの)

・予算残額 3,フ73千円

・補正予算額 22,227千円

※補償費17,227千円(台風9号の被災に対する補償)

不可抗力により損害を受けた工事目的物に対する補償費として支払済

業 名 補正額

千円

22,227

項目

【参考】

金額

当初予算額

(A)

千円

21,000

(2地謝島炭坑跡讃岸整備検討に係る越波・排水量調査

補償費

(B)

千円

26,000

千円

17,227

」

予算残額

(C)=(A)「(B)

千円

3,フ73

今回補正額

(D)

千円

22,227

軽減対策工事

(E)=(C)+(D)

産遺
費

界
進

世

補
正
及
び
繰
越
対
象
事
業

釦
 
1
 
創



3 財源内訳

区分

当初予算額

事

2月補正額

業 費

補正後

千円

37,500

※1 国宝重要文化財等保存・活用事業補助金補助率ν2

※2 指定文化財等事業補助金ν5

※3 過疎対策事業債充当率100%(交付税措置率 70%)

一般補助施設整備等事業債充当率90%(交付税措置率 30%)

地域活性化事業債充当率90%(交付税措置率 30%)

【繰越明許費】

国庫支出金

※1

.

千円

22,227

千円

10,500

千円

59,727

財

県支出金

※2

源

千円

0

千円

10,500

千円

4,200

内

地方債

※3

事

訳

千円

22,800

千円

0

補正後額

干円

4,200

業

その他

千円

4,500

.

支出(予定)額

費

千円

千円

27,300

一般財源

干円

59,727

゛

繰越明許額

干円

千円

国庫支出金

千円

33,727

千円

17,727

4 繰越理由

年度内に事業が完了しないため。

千円

10,500

千円

26,000

財

千円

17,727

県支出金

源

千円

4,200

千円

0

千円

10,500

地方債

内

千円

27,300

千円

0

沢

千円

4,200

その他

千円

16,500

千円

千円

10,800

一般財源

干円

17,727

千円 千円

17,227

千円 千円

500

2

円
一

干



5 位置図

R2当初予算事業(ネットでの被覆)

一被災

6 被災状況写真

70号嘩島少中学校跡)

R2当初予算事業(瓦礫の集積)

一被災

2月補正予

被災前

(瓦礫の移)

土嚢
積上げ

圃'
被災後

(
第
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【考】

陸嵩島炭坑跡災害軽減対策工事」の対応の経緯について

端島においては、台風の影響で護岸を越波した波が島内の瓦礫を動かし、飛散等の被害が生じて

いることから、国指定史跡や見学施設への被害を軽減するための対策が必要であった。

令和2年4月24日付けで起案、 6月17日に契約締結後、 7月29日に工事着工し、 8月19日に

工事は完了していたが、台風8号に続き、9月2日に台風9号が長崎市に最接近したため、発注者

において台風通過後の9月4日に現地調査を行った結果、工事目的物(飛散防止網設置等)が高

波による護岸越波水により損壊していることが確認された。(工事検査前)

今回の工事発注にあたっては、端島が地形的に特殊な場所に位置し、海底の地形が複雑で、気

象及び海象による高波の想定が難しく、護岸越波水を考慮した設計方法が確立されていないこと、

また、文化庁との協議の中で、仮設物として施工することや、コンクリート構造物のような強固

なものにすることが難しく、さらに、施工時における観光客や観光船業者及び漁業者への影響を

極力少なくする必要があったことから、施工性や経済性、また景観等を考慮しながら、瓦礫飛散

による遺構の損傷の軽減を目的として、今回のような施工方法に至ったもの。

台風 9 号の襲来時には本工事が完成していたことにより、飛散防止網は損壊したものの、瓦礫

の移動が制限され、瓦礫の飛散による遺構の損傷がほとんど見られなかった点においては、一定

の効果が得られている。

本工事においては、以下の①~③の理由により受注者の暇症はなく、工事契約約款の規定に基

づき、台風の影響による不可抗力によるものと判断して損害額を負担することとした。

①被災前、施工中~施工後に発注者(市職員)において、複数回現場確認を行っている。

②現場確認の時点では受注者の施工に暇癌は見られていない。

③台風9号は気象庁によると長崎市における観測史上最大の最大瞬間風速(59.4m/.)であった

ことから、しぱしぱ起こりうる災害とは言えない。(長崎市における建築基準法で定められてい

る技術的基準は風速34m/S)

しかしながら、近年、台風が大型化しており、今後も今回のような大型台風が繰り返し襲来し、

今回の損害を上回るような状況が想定されるため、対策方法の抜本的な見直しや、さらなる検討

が必要となっている。

日時

4月24日

6月17日

7月29日

8月1日

内容

陸肯島炭坑跡災害軽減対策工事」起案

契約

「端島炭坑跡災害軽減対策工事」着工

第1見学広場~第2見学広場の瓦礫移設完了

第2見学広場~第3見学広場間瓦礫積上げ開始

施工完了

施工完了確認(発注者)

台風9号が長崎市へ最接近

台風9号による被害状況確認のため、現地調査実施
工事目的物(飛散防止網等)の損害を確認
受注者より工事請負契約書第29条第1項(不可抗力による損害)によ
る通知を受理

不可抗力による損害補償費として支払

4

8月19日

8月24日

9月9日

12月1日

(

目
日
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-
 
4

月
、
月

9
 
-
 
9
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予算説明書
ページ

46~47

1 概要

本事業は、1,0 か年廣に及ぶ一連の長期事業であり、事業の全体像を示し、計画的かっ段階的な事

業進捗を図るため、継続費を設定しているが、令和元年度及ぴ令和2年度における国庫補助金が減と

なったこと並びに現況調査や基本設計の実施にあたり指導助言業務が必要となったことなどを踏まえ、
・:

事業費を増額するとともに、年割額にっいて補正を行う。(平成30年2月議会で議決済)

継続費

世界遺産保存整備事業

端島炭坑

事 項

※継続費とはー・2会計年度以上にまたがる事業にっいて、所要経費の総額を定めるとともに継

続期間に従って各年度の年割額を定め、予算として議決を経るもの。

2 補正の内容

区分

事業費

期

【事業費増額の内訳】

平成30年度

~令和9年度

間

指導助言業務等

ア補正前

3

2,554,200 千円

補正額

継続費の内訳

区分

事業年度

87,

平成30年度

千円

500

令和元年度

イ補正後

令和2年度

令和3年度

2,641,700 千円

令和4年度

令和5年度

事業費①

(補正前)

令和6年度

令和7年度

令和8年度

比較(イーア)

令和9年度

※令和4年度~令和9年度にっいては予定金額である。

フ,400

総事業費

54,700

釘,500千円増額

増額

42,300

事業費②

(補正後)

207,100

54,000

256,400

能6,100

352,300

87,500 千円

フ,400

357,800

54,700

596,100

42,300

2,554,200

単位:千円

102,200

増減

(②一①)

209,300

109,500

7的,600

360,000

362,500

604,200

2,641,700

'104.,900

155,300

5

'146,900

163,500

フ,700

4,700

8,100

87,500



4 事業内客

a)擁壁遺構

現時点で損傷があまり見られないことから、劣化状況のモニタリ'ングを行う。

(2)生産施設遺構

世界遺産価値を示す遺構を最優先し、次に劣化が進んでいる遺構を補修する。

(3)・居住施設遺構

3号棟の補修・補強を行う。

(4)その他

経年劣化等による建物の変化を計測するための3D計測や定点カメラ観測などを行う。
、

5 財源内訳

86,906

事業年度

平成30年度

令和元年度

補

事業費

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

フ,400

国庫支出金

※1

6

54,700

令和6年度

,

42,300

令和7年度

財

207,100

令和8年度

県支出金

※2

3,000

54,000

26,176

令和9年度

源

2驗,400

20,価0 '

626,100

計

100,991

1,200

地方債

※3

内

352,300

10,470

26,4訟

357,800

127,694

8,260

訳

3,200

40,396

単位:千円

596,100

310,484

その他

16,800

2,554,200

10,592

173,594

12,200

51,0刀

178,370

一般財源

57,400

124,193

297,557

14,100

1,264,998

69,437

韶,800

71,348

170,500

1,254

119,023

96,600

1,190

505,996

8,313

96,200

160,500

2,826

8,829

696,300

20,923

12,669

11,能2

19,020

区
分

正
前
の
額
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平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

0

'104,900

令和7年度

0

0

令和8年度

155,300

▲146,900

令和9年度

0

0

計

163,500

'50,646

0

平成30年度

0

刀,424

フ,700

▲73,672

令和元年度

0

'20,258

4,700

令和2年度

0

81,508

8,100

0

30,970

令和3年度

釘,500

▲29,468

3,630

0

令和4年度

'27,200

2,128

0

32,603

令和5年度

フ,400

48.200

3,789

54,700

令和6年度

▲36,400

1,452

44,161

42,300

令和7年度

卵.700

102,200

851

令和8年度

3,,000

1,515

209,300

13,800

26,176

令和9年度

▲6,796

17,665

109,500

12,000

20,650

※1

※2

※ 8 ・

'1,294

計

789,600

20,300

1,200

50,345

▲7,360

国宝重要文化財等保存・活用事業補助金補助率1/2

指定文化財保存整備事業補助金補助率1/5

・過疎対策事業債充当率100%(交付税措置率 70%)

360,000

10,470

103,906

99,400

▲19,311

362,500

8,260

54.022

'11',182

3,200

20,138

604,200

391,992

'10,279

16,800

2,641,700

41,562

17フ,224

▲17,504

12,200

21,609

180,498

30,200

▲73,726

156,796

301,346

62,300

1,309,159

70,889

ノ

32,400

72,199

239,200

1,254

120,5訟

110,400

1,190

523,661

108,200

1,517

180; 800

1,532

795,700

1,4舶

1,612

1,4釘

1,603

1,516

13,180

7

補
正
額

補
正
後
の
額



6 事業位置図

【H3の石カルテ作成
【R刀石積変位計測調査

/

^,^
'^こ●^■、

プール入口

^

"、.J

-Jし

ノ

＼

^

、

^

【H30~】定点カメラによる資産のモニタリング調

ーー.

【R2~り第3竪坑捲座跡本設計
【R3~釘入坑桟橋(検身所)

ノペアー(・出口

献長窒他)

【R6~】3号棟:景観形成に貢献しかつ代表的な居住
施設遺構であり劣化度から補修の延命効果を見込む

」レ
IFロウカー室

ネル

26

海磨水道取込口

第3竪■凡捲座跡

隈員

入坑桟播

鄭豐P、

、

児窒公回

131クレーン台座

明治期の生産施設遺構

鉱員の入出坑をイメージできる遺構

【凡伊n

緑色.擁壁'構事業
赤字:生産施設'構事業
青字居住施設'構事業
黒字:その他事業入坑桟橋(検身所)

水梧

居住施設エリア

繍慧「

選炭
バウ

ボ牙,ト

"ト

＼、ノ

彫う'

48

嬉島銀座エコ

3号棟

0

【RI,フ】端島炭坑跡遺構状況記録調
【H30~】樹木等伐採

^.

づ口

寿,

【R7~】1号棟:労使協調で作業の安全を祈願した施
設であり産業景観形成にも貢献している遺構

【R4~刀ドルシックナー、【R3~6】貯炭べルトコンベア、【R7~】
選炭、貯炭、積込という石炭運搬の流れが理解できる遺構

ドルシックナ

レール

リι(ーフィ」L季一室

゛亀

雫

59

トンネ

電気庫

貯炭へルトコンヘ

(全体)

石炭分析重
＼

トコンペアー

込桟槙台

計室

トンネルペルトコンベアー

稜込桂橋台

優樋、室

筑4竪坑
櫓基礎

鮪4竪坑凪洞

第1竪坑捲座推定
ノ

筑1竪坑推定

ドルシックナー

梢ぺルトコンペアー

込車覇所

込みコンベア

煙突

圧気所

込桟橋台

1号棟位謝鳥神社)

見公回

4竪坑

,水'

'音

2mウレーン台座

限6~9】第4竪坑、【R6~田 、【R5~田第4竪坑捲座跡、
【R8~】変電所、【R9~】圧気機室(大)、【R9~】圧気機室(小)、
【R9~】主要扇風機室、【R9~】第4竪坑風洞
地上部における石炭の採掘システムが理解できる遺構
(1T技術を活用した理解促進計画を検討)

資材庫

一

テニスコート

忍室

櫁込み・ノベヱ.・、、
^.,

ー^

変電所

圧気機室(大)

櫓基碓

第4竪坑

第4竪坑捲座1'

圧気機室ω

゛
゛
魯
一
惨

獄
罵

、
亀

/
/戸

郎

0

、
/

1

＼

"
、
/

.
エ

竪2第

宅住
ー
.
、
/
.銭

/
.
/

ル
鞭竪

所

蝿
鳩

課
冶

工 耳

2
善籍

務
質
務

車
金
1
舮

,

作

案

塲

所
F

務
1

入
事総

即
.



1 概要

新型コロナウィルス感染症拡大による施設入場者数の減少に伴い、グラバー園及び口ープウェ

イの利用料金収入が減少し、運営利益による固定納付金の皆減が見込まれることから、収支調整

として、一般会計から観光施設事業特別会計への繰出金を増額するもの。

予

商工

算

項

明書

2 補正予算額

目

4

光費

別紙総括表のとおり

3

番号

財源内訳

区分

観光施設事業

特別会計繰出金

1-1

事業名

観光施設事業

特別会計出金

4 光施設事業特別会計における収支調整のイメージ

収支化
②口ーブウエイの運営負担金を

■"■■屡●●■■司罰佃■●●■■詞●■亜●■■■■■■■邑■算.■...
^

亀述①付金が皆

補正額

千円

264,878

補正額

千円

264,878

特別会計における黒宇分として見込んでいた予算

支出

国庫支出金

千円

^^^

財

県支出金

千円

^^^
■庸辱■●■●■■冒■●■■■智尋■

▲288,201 千円

^

源

地方債

千円

内 訳

その他

千円

収入

収支三
3 金立金とー

④一会計入金で

5 関連議案

第5号議条

一般財源

千円

264,878

^

●個■●闇嘩他■■■置■●■翻■■■巨■■冒醗■■奪色■■血■ヨ■●亜電珪

支を

支出

令和2年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算(第3号)

整

会計

264,8 千円

楽1 当初、観光

出金を

'41,5千円

^

豪1

額

収入

頁
鉾
1
鉐

ー
ー



一
一
一

一
一
一
一
一

歳

1

名事

1

費
金
子
金
費イ

ラ
ラ

グ

1

1

債
3

工

出
ウプ

1

公
元
利
繰

費
金
子
金
費
園
イ

3

入

2

1
 
21

2

一
一
一
一
一
一

3

口4

債

22
 
1
 
ー

工

出
備

公
元
利
繰
グ
ロ

1
 
2
 
1
 
2

歳

ウ

3

名

一
一

計
計
計

源
源

財
財

定
般

特
一
合

プ

2

ラ

項

2

3

事

2
 
1
 
ー

3

収
配
繰
金基

び
入
計
備
越

整

産
及
会
設

子
般
施
一

光

財
利
繰
一
観
繰
グ
ロ
諸

2

1
2

2

1

5

計
計
計

源
源

財
財

定
般

特
一
合

言

1使用料及び手数料

1グラノ丈 園使用料

①休憩所使用料

②土地使用料

プウェイ使用料20

①建物使用料

②土地使用料

入

当金

金

入金

繰入金

金

園ラ ノ、

プウェイ

収 入

1グラバー園利用料金受入金

20ープウェイ利用料金受入金

30ープウェイ光熱水費等負担金

4雑 入

6 市

10 工

520,フ70

520,フ70

令和2年度観光施設事業特別会計補正予算(第3号)事項別総括

補正前額

1β64

1,380

1,280

100

284

281

補正額 補正後額

314

314

221,570

203,フ70

17β00

1β64

1.380

1280

100

284

281

園費ノ、 ^

1 グ 園事業費ノ、

1職員給与費

2グラノ{ 園管理費

(経常経費小計:1 ~ 2 )

3基金積立金

4グラバー園施設整備事業費

(投資的経費小計.4 )

264β78

264β78

288,320

224,000

64,201

117

314

314

486,448

468.648

17β00

項

'288,201

264β78

'23,323

収支差引:

'288,201

224000

▲64201

3β00

3β00

232,569

264,878

497,447

8,900

8,900イ債

補正前額

119

1 0 ープウェイ事業費

10 ープウェイ事業管理費
(経常経費小計: 1)

2基
^

金 積 金」ι

30ープウェイ施設整備事業費

(投資的経費小計:3 )

520,フ70

368,966

262.029

19,697

208,119

227β16

21,113

13'100

13,100

86,140

84β56

1284

20,797

148,004

108β22

82,121

82,121

1 17

520,フ70

8,900

8,900

補正額

'41,595

▲20,798

'288,201

264β78

'23,323

(単位:千円)

補正後額

327,371

241,231

19,697

208,119

227β16

315

13,100

13.100

86,140

84.856

1,284

232,569

264β78

497,447

ープウ

20,798

ノ、

20,797

18,272

18,272

18,272

18,272

26,700

26,700

39,181

38β7フ

304

166,276

127,094

100,393

100,393

3β00

3β00

26,700

26,700

39,181

38β7フ

304



予算説明書【繰越明許費】

頁

11

款

7

商工費

1 概要

市内で開催するイベントの主催者に対して、「新しい生活様式」に則したイベントの開催に要

する費用の一部を支援することで安全・安心な開催を促すとともに、イベント企画の創出を図り、

市内事業者の受注拡大及び地域経済の活性化にっなげる。また、コロナ禍におけるイベント開催
のノウハウの蓄積と定着を図るもの。

2 事業内容

①名称

長崎市「新しい生活様式」対応型イベント開催費補助金

②補助対象者

長崎市内で開催するイベントの主催者

※市内の事業者、団体等が主催又は共催するもので、 1事業者にっき1回に限る。

③補助対象経費

「新しい生活様式」の実践のために新たに発生する経費又は増加する経費

ア新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る経費(サ」モグラフィー等のりース料、

消毒用アルコール等の購入に係る消耗品費、会場内のサイン等の設置に係る経費等)

イ検温、監視、観客情報の把握等を行う人員の確保に必要な経費

ウソ「ーシャルディスタンスに対応した会場借上の増加経費
ノ

エオンラインとの併催に伴う動画配信等、新たな開催形態の実施に係る経費

オ料飲提供方法の変更に伴う増加経費(ビュッフ工形式からの変更に伴う経費等)

④補助率等

補助対諒経費の3/4 (補助限度額:5,000千円)

⑤事業費

40,000千円

⑥補助対象外

ア政治的又は宗教的活動を目的とするもの

イ国又は地方公共団体から他の補助金の交付及び補助金に類する支援を受けているもの

ウ法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

エオンライン配信のみで実施するもの

オ地域の催事、単なる商品販売等

カスポーツ大会

項

商工費

目

4

観光費
「新しい生活様式」対応型イベント

開催費補助金

事 業 名

千円

546

繰越明許費

19,

馴
 
1
 
砧



3 繰越理由

令和2年9月議会で補正計上した20,000千円の事業費については、申請額が予算額に達す

る見込みであったことから、同年11月議会で新たに20,000千円の補正予算を計上し、繰越

明許補正を行っていた。しかしながら、"12月以降の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

交付申請済のイベントについて開催の延期・中止等が見込まれ、年度内に事業が完7しないため。

4 繰越明許費

金

予算現額

額

支出予定額

11月補正

繰越明許済額

40,

千円

000

2月補正

繰越明許額

国庫支出金

※

千円

454

繰越明許額

・十

20,

40,

財

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

千円

000

千円

000

1 9,

県支出金

源

千円

546

【参考】補助金の受付状況

1.申請件数:9件(メディア関係4件、その他イベント運営事業者等5件)

2.交付申請額; 1 4,853,000円

3.確定額 454,000円

4,補助対象事業の状況(令和3年2月10日現在)

千円

454

39,

20,

千円

546

内

千円

000

千円

1 9,

地方債

千円

546

訳

千円

39,

千円

546

千円

千円

一般財源

交付確定済

千円

千円

項目

実績報告中※

中止・延期予定

千円

ノ

千円

千円

※実績報告中の案件につぃては、補助額が確定していないため支出予定額に含めていない。

千円

千円

合計

件数

千円

千円

千円

4

交付申請額

4

千円

9

2,822,000

500,000

11

14,853,.000

, 53 1 000

【、単位:円】

確定額

454,000

12

454,000
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円

予算説明書【繰越明許費】

款

7

商工費

1 概要

新型コロナウィルス感染症拡大の影響で落ち込んだ市内の経済活動の回復を図るため市内

の宿泊施設及び飲食店や土産店等を利用してもらう「お得に泊まって長崎市観光キャンペーン」

を実施しているが、「GO' TO Tr3Ve1キャンペーン」の停止や市内宿泊施設が休館しているこ

とに伴い、利用期間を延長するもの。

項

商工費

2 事業内容

側・第1弾追加販売分事業費

アクーボン助成費

(宿泊)@1,500円 X 30,000 枚=45,000 千円

(飲食・お土産)@1,000円'×30,000 枚=30,000 千円

イクーボン販売手数料等

(宿泊) 45,000 千円 X 15%=6,750 千円

(飲食・お士産)@11円 X30,000 枚=330 千円

ウ追加事務費

振込手数料660円 X275、施設X8 回=1,452 千円

目

4

観光費

事

お得に泊まって長崎市応援キ

ヤンペーン事業費

業 名

②第2弾実施分事業費

アクーポン助成費

(宿泊)@1,500円 X 60,000 枚=90,000 千円

(お土産・体験)@500円 X60,000 枚=30,000 千円

イクーポン販売手数料等

(宿泊) 90,000 千円 X 15%=13,500 千円

(お土産・体験)@11円 X60,000 枚=660 千円

ウ参加事業者取りまとめ精算業務委託費

工振込手数料 300施設X@660×8回=1,584 千円

オキャンペーン告知費

・キャンペーン告知物作咸 1,100 干円

・テレビ告知 550千円(税込)×4社 2,200 千円^

・新聞広告 1,000 千円

※長崎市国内観光客誘致推進実行委員会に負担金として支出。

繰越明許費

干円

40,514

遜匝窒主貞
75,000 千円

フ,080 千円

1,452 千円

匝全四生凹
120,000 千円

14,160 千円

233 576

10,000 千円

1,584 千円

4,300 干円

13

^

繰
越
対
象
事
業

騏
 
1
 
肪



③繰越予定事業費

アクーポン助成費

く宿泊)@1,500円 X 13,000 枚=19,500 千円

(お土産・体験)@500円 X20,000 枚=10,000 千円

1,430 千円イクーボン払い戻し手数料等

@110円 X 13,000 件=1,430 千円

8,000 千円ウ事務局業務委託費

1,584 千円工振込手数料 300施設X@660×8 回=1,584 千円

'

3 繰越理由

第2弾「お得に泊まって長崎市観光キャンペーン」の利用期限を令和3年3月31日(水)

まで延長することに伴い、年度内の事業完了が困難であるため。

4 繰越明許費

予算現額

金

支出予定額

額

胆亙童主昼
29,500 千円

不用額

(戻入予定)

233,

繰越明許額

千円

576

千円

1 52

千円

0

171,

※新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金充当率100%

国庫支出金※

千円

0

千円

0

2 1,

財

233,

千円

9 1 0

千円

576

千円

1 52

40,

源

171,

千円

5 14

県支出金

内

21

14

千円

9 1 0

千円

0

千円

0

,

訳

地方債

40,

千円

5 14

千円

一般財源

千円

0

千円

0

千円

0,

千円

0

0

千円

0

0
 
一
円千



予算説明書【繰越明許費】

款

7

商工費

1 概要

旧野母崎炭酸温泉Ale師軍艦島の敷地を譲渡するにあたり、土地の境界確定や分筆登記、国

有地.(里道・水路)の譲与など、必要な登記等手続きが完了次第、無償譲渡することとしてぃ

ることかち、必要な作業及ぴ手続きを実施するもの。

2 事業内容

(1)件名:旧野母崎炭酸温泉AleEa軍艦島分筆登記等業務委託(6,120千円)

(2)対象地

項

商工費

目

4

観光費

番号

観光費事務費

〔旧野母崎炭酸温泉Ale部軍艦島分

筆登記等業務委託〕

長崎市野母町字小田692番1

事

長崎市野母町字小田711番

業

長崎市野母町字小田 726番5

名

地番

③履行期間

3 繰越明許費

繰越明許費

令和2年11月から令和3年6月(約8か月)

事業費

予算現額

千円

6,120

支出予定額

地目

雑種地

繰越明許額

千円

6,120

畑

雑種地

国庫支出金

4 繰越の理由

旧野母崎炭酸温泉Alega軍艦島施設については、令和2年7月1日付けで建物を民間事業者

へ譲渡し、土地にっいては境界確定や分筆登記、国有地(里道・水路)の譲与など、必要な登

記等手続きが完了次第、無償譲渡することとしている。

当初、対象となる土地が非常に広大であり、譲渡する旧野母崎炭酸温泉Alega軍艦島敷地や

駐車場等に限定して測量や境界確定等の作業を行うこととしていたが、法務局と改めて協議を

行った結果、譲渡する土地以外も含め、全体的な測量が必要との結論に至ったことにより、測

量等が必要な範囲が広がったことから、本年度中に事業が完了しないため。

面積

千円

28,50o rrr

千円

6,120

千円

県支出金

財

288 rrr

千円

1,996 nf

源

千円

千円

地方債

内

千円

千円

ぎ尺

千円

その他

千円

千円

干円

一般財源

千円

千円

6,120

千円

干円

15

千円

6,120
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5 スケジュール

年度

復元・伐採・測量

現地立会・確定測量

月

6 旧野母崎炭酸温泉Ale部軍艦島の無償譲渡の概要

(1)無償譲渡等を行った財産の概要

ア住所長崎市野母町692番地1

イ土地

登記申請等

11 12

令和2年度

長崎市野母町字小田

所在

2

ウ建物

同上

3

同上

主屋(旅館:本館棟)

4

令和3年度

建物名

付属屋(集塵庫)

工稼働時(指定管理者による運営時)の利用形態等

(ア)部屋数19室、最大定員 78 人

(イ)温浴施設、食事施設(レストラン)、売店、会議室

オ施設の廃止日令和2年1月1日

力譲渡先

地番

692番1の一部

6

711番の一部

築年数

726番5の一部

19年

19年

延床面積

4,289,82 n{

団体名

合計面積

代表者名

24.56 "{

本社所在地

鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶ

き地下1階付3階建

②新施設名称

主な業務

12,696.79 nf

鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建

大成不動産システム株式会社

構造

代表取締役星山信一

宿泊施設名

長崎市葉山1丁目23番5号

温浴施設名

ホテル'旅館の経営及び運営業務

オーシャンリゾート Nomon 長崎

天然炭酸温泉のもん湯

16



(3)これまでの経緯及び今後の予定

令和2年6月

令和2年6月15日

・令和2年6月市議会定例会

財産(土地・建物等)の無償譲渡及び財産の無償貸付けにつぃて

議決

令和2年7月1日

令和2年10月巧日

・建物及ぴ土地に係る無償譲渡契約締結

・土地に係る無償貸付け契約締結

※長崎市が行う土地の分筆登記等、必要な登記が完了するまでの間

令和2年11月2日

令和2年11月30日

令和3年2月

・建物に係る所有権移転登記

令和3年5月初旬

・全体改修工事着工

(4)新民間施設の料金

・従業員採用募集開始

・名称、施設概要等をプレスリリース

宿泊利用料他

〔時期により変動〕

・宿泊受付開始

・のもん湯オープン

・オーシャンリゾート

(建物の引渡し)

温浴利用料

〔予定〕

般

特別室

17

・以下、他の運営施設の料金から設定。

14,000円程度~

(スイート).25,000円程度~

Nomon 長崎オープン

摘要

会員

〔入会金:300円〕

一般

※(

呼地元

)料金は子供料金

570円(260円)

平日

遇

460円(210円)

金は400円

670円(310円)

休日

560円(260円)



部屋風呂(スイートルーム)

リニューアル改修

宿泊室改修

摘要

部屋数

宿泊定員

【参考

改修前

全19室

〔和室X8/洋室XI0/和洋室X打

袷名

客室イメージ】

スイートルーム

(6)浴場改修

改修後

全Π室

〔洋室X16/和洋室XI〕

50名前後

時期

令和2年10月15日

Π月~12月

令和3年1月~4月

4月

^

麹ミ

」綜一

一般客室

【参考

^^^^

浴場等イメージ】

大浴場前

・改修着工

・男女浴室ともに足場組みを行い、腐食している天井板

の全面改修を実施

・浴槽、床石等改修

・温泉水を使用しての試験運転を開始

すスケール(カルシウム)対策、鉄分対策の検証

作業内容

⑤
ア



【参考 改修工事の施工状況】
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7 測量範囲
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頁

22,387

債務負担行為補正

1 債務負担行為の目的

長崎市池島炭鉱体験施設の管理において、令和3年度から令和5年度にかけて、三井松島

リソーシス株式会社を指定管理者として指定するにあたり、 3年間の指定に係る事業費にっ

いて、債務負担行為の設定を行うもの。

池島炭鉱体験施設指定管理

事 項

2 債務負担行為限度額の内訳

①限度額の年度内訳

期

令和3年度

令和3年度~令和5年度

間

②限度額の積算内訳

千円

22,387

人件費(施設長、事務職員、誘導員、社会保険料)

令和4年度

限度額

(設定額)

一般管理費

福利厚生費

光熱水費(電気使用料、上下水道使用料)

千円

22,387

千円

67,161

燃料費

消耗品費

令和5年度

印刷製本費

事項名

通信運搬費

委.託料(環境整備、後継者育成、受付業務ほか)

千円

22,3幻

役務費(電信電話料、保険料)

修繕料

租税公課等

計

※利用料金制を採用しないため、使用料は全額長崎市の歳入となることから、必要経費が指

定管理委託料となる。

千円

67,161

【単位.千円】

積算額

合計

11,131

258

45

479

133

150

340

19

21

5,306

541

1,100

2,885

合

存
 
1
 
乃



3 財源内訳

事業費

千円

22,387

国庫支出金

千円

県支出金

千円

財源内訳

地方債

千円

※過疎地域活性化基金繰入金(6,291千円)

施設利用料金収入(6,377千円)

その他※

千円

12,668

一般財源

千円

9,719
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頁

予算説明書

款

10

教育費

1 概要

国選定重要伝統的建造物群保存地区における伝統的建造物の保存修理等に対し、長崎市伝統

的建造物群保存地区保存条例第11条の規定に基づき、費用の一部につぃて補助を行うもの。

2 事業内.容

伝統的建造物群保存地区内の特定された伝統的建造物の保存修理事業に対する補助

(伝統的建造物補助率:対象事業費の2/3)

3 補正の理由

マリア園耐震対策事業について、文化庁との協議で補助対象事業費が減額され、確定したこ

とに伴い、予算を減額するもの。

項

6

教育費

目

3

文化財
保護費

番号

1-1

事

【補助】文化財保存整備事

業費補助金伝統的建造

物群保存地区

業 名

4 経過

伝統的建造物マリア園については、所有者である森トラスト株式会社が、令和元年度に耐震

補強設計を終え、令和2年度は耐震補強工事に着手することとしていた。

文化庁においては、この工事(国庫補助事業)について、当初の協議で要望額に見合う予算

を確保し、補助対象経費については継続して協議を行い、精査することとしていたが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で作業が停滞したうぇ、後の協議で予定していた補助対象経費のー

部が対象外とされた。

<スケジュール(令和2年度)>

■■埴■=^

補 正 額

▲37,

千円

054

区分

月

当初予定

4

・^・,
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5 事業費

区分

当初予算額

事業費

補正額

千円

69,816

補正後の額

マリア園

活水学院煉瓦塀

'37,054

6 財源内訳

事業内容

▲37,054千円(事業費'55,581千円)マリア園

[耐震補強工事に係る補助対象事業費の減]

32,762

67,236千円(事業費

2,580千円(事業費

区分

マリア園

活水学院煉瓦塀

当初予算額

事業費

100,855千円)

3,870千円)

30,182千円(事業費

2,580千円(事業費

補正額

千円

69,816

国庫支出金

※1

補正後の額

※1

'37,054

45,274千円)

3,870千円)

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金補助率1/2

(重要伝統的建造物群基盤強化事業、観光拠点形成重点支援事業)

指定文化財保存整備事業補助金'補助率1/5

千円

34,908

財源内訳

※2

県支出金

※2

32,762

▲18,527

千円

13,963

一般財源

16,381

'フ,411

千円

20,945

6,552

▲11,116

9,829

24



主な項目

屋根仕上げ(銅板葺き)

の復原

煉瓦造外壁に鉄筋を挿入

して補強

煉瓦造外壁を鉄骨で補強

(主フレーム、ブレース)

コンクリートスラブ

(鉄骨による補強の基礎部分)

撤去工事

(内部木造軸組等)

外構工事

(本館出入口の敷石舗装)

区分

文化庁との協議結果

協議結果

補助対叡

外観を維持するために必要

外観を維持するために必要

(判断理由)

補助対象外

【参考】

工事中の一時撤去・復旧

主要な構造体を木造から鉄骨

造に置換

主要な構造体を木造から鉄骨

造に置換

主要な構造体の置換に関わる

付随工事

1゛町
畑ご
r

断面図(耐震補強のイメージ)

屋根(銅板葺き)

煉瓦造外壁

鉄骨(主フレーム)

25

鉄骨(ブレース)

コンクリートスラブ



頁

予算説明書【繰越明許費1

款

10

教育費

1 事業の概要

国選定重要伝統的建造物群保存地区における伝統的建造物の保存修理等に対し、長崎市伝統

的建造物群保存地区保存条例第11条の規定に基づき、費用の一部について補助を行うもの。

(伝統的建造物補助率:対象事業費の2/3)

項

2

目

繰越明許費

3

文化財
保護費

事

【補助】文化財保存整備事

業費補助金伝統的建造

物群保存地区

業

予算現額

支出予定額

名

金 額

繰越明許額

※1

繰越明許費

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金補助率1'/2

(重要伝統的建造物群保存地区保存等事業)

指定文化財保存整備事業補助金補助率1/5

32,762

※2

2,580

3

国庫支出金※1

30,

30,

千円

1 82

事業費

(1)マリア園(南山手地区)

伝統的建造物の耐震補強工事

1 82

1 6,

1,

財源内訳

38 1

26

県支出金※2

15,091

(2)活水学院煉瓦塀(東山手地区)

伝統的建造物の保存修理工事

290

6,

4 繰越理由

マリア園の耐震対策事業において、新型コロナウィ・ルス感染症の影響で文化庁との協議が停

滞し、国庫補助金の交付決定が遅れたこと、また、所有者が実施した入札が不調となり、工程

を含む事業の見直しに相当の日数を要することから、年度内の事業完了が見込めないため。

(単位:千円)

552

5 1 6

一般財源

6,036

30,182千円(総事業費45,274千円)

9, 829

フ 74

9,055

、i-

2,580千円(総事業費 3,870千円)

会
費

6
育

社
教

閲
1
刀

繰
越
対
象
事
業



5 スケジュール

(1)繰越分

年度

月

耐震補強

工事

10 11

交付決定

入札;

令和2年度

12

入札不調

(2)全体(耐震補強工事)

年度.月令和 2年度

6 9 12 3区分

2

当初予定

(令和 5年3月開業)

業者ヒアリング、

事業の仕様検討な、

再入札準備

3

前回(11月)変更後

(令和 5年6月開業)

4

令和3年度

76 8

再入札
(繰越分見合)

■巨■冒

契約・着工

5

今回変更後

(令和5年12月開業)

期

令和3年度

6 9 12 3

月劒

ケ月

2年9月旬

工

令和 4年度

6 9 12 3

4年11

27

和年1月中

7
■■■■■■■■

令和5年度

6 9 12 3

期

^ 和

初旬3

令

令

令

令

下
月

年
5

5
 
(

8
 
0

下
月



頁

予算説明書【繰越明許費】

70

71

款

10

教育費

概要

国指定文化財、長崎県指定文化財及び長崎市指定文化財の所有者が実施する保存整備事業
J

(修理)に対し、事業費の一部を補助するもの。

項

2 繰越明許費

目

3

文化財
保護費

事

【単独】文化財保存整備事

業費補助金各種文化財

予算現額

業

金

支出予定額

名

繰越明許額

額

3

繰越明許費

事業内容(令和2年度)

4,830

(1)国指定史跡小菅修船場跡

2,574

(単位:千円)

一般財源

2,256

②国指定重要文化財聖福寺4棟

(大雄宝殿・天王殿・鐘楼・山門)

千円

2562,

文化財名称

県指定史跡花月

830

574

市指定史跡上野(彦馬)家墓地

2,256

市指定天然記念物西山神社の寒桜

市指定天然記念物網場天満神社の社叢

曳揚げ機小屋の実施設計(耐震補強)、

環境整備

市指定天然記念物深堀陣屋跡のアコウ

主な事業内容

山門(練嚇刷の解体修理、仮設工事

保存活用計画策定に係る調査

史跡内石積の修繕

枯損・腐朽か所等への保護措置

社叢地盤岩石の崩落防止工事

枯損枝の治療及ぴ剪定

28

会
費

6
育

社
教

繰
越
対
象
事
業

4
 
-
 
2
,



4 繰越理由

(1)小菅修船場跡

補助事業者において、曳き揚げ機小屋の耐震補強実施設計及ぴ環境整備に着手する予定で

あったが、新型コロナウィルス感染症の影などにより、耐補強案の検討協議に不測の日数

を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

(2)聖福寺4棟

補助事業者において、山門(練り塀)の解体修理及ぴ仮設工事に着手したが、新型コロナウ

イルス感染症の影響で進捗が遅れ、事業が年度内に完了しない見込みであるため

5 業費(財源)内訳

補助対象
②(※1) 3 ④(※3)※2)

総事業費国庫支出金 県支出金 市予算額

フ,525 2,508 1β81
15,050

(1/6)(1 2) (1/8)

8,500 375500
10,000

*(17/20) (1/20) (3/80)

計 25,050 16,025 3,008 2,256

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金・一補助率 1 2

(事業者の事業規模指数に応じ補助率の加算仂口算率上限35%)

指定文化財保存整備事業補助金・一補助率 1/2以内

(国庫補助対象事業は対象事業費から国庫補助額を減じた額の1/3以内)

市指定文化財等保存整備事業補助金・一補助率1/2以内

(国庫補助対象事業は対象事業費から国庫補助額を減じた額の1/4以内)

(1)小菅修船場跡

②聖福寺4棟

6

※1

令和3年度

7 8 9 10

※2

実施設計

※3

11

6 スケジューJレ

(1)小管修船場跡【繰越分】

年度 令和2年度

月4 5 6 7 8 9 10 11 12

実施設計補強案検討協議

柁

(単位:千円)

事業者住)

負担額

①・②・③一④

3,136

当初
^

変更

委員会

※国指定史跡小菅修船場跡保存・整備・活用委員会

委員会(※)

■■■■巨■同輯骨■君

.
委員会

625

委員会

補強案検討協議

.

3,761

2 3 4



(2)聖福寺4棟【繰越分】

年度・月

区分

当 初

Ⅱ

設計・

変

12

工事監理

令和2年度

2

R3.3)(R2.11

工事( 1~胎

設計・工事監(R2.1 ~ R3.4)

工事(R .2~胎

7 現況

(1)国指定史跡

更

天王殿(背面全景)

小管修船場跡(曳揚げ機小屋)

山門(正面全景)

令和3年度

5 6

②国指定重要文化財聖福寺4棟

大雄宝殿(正面全景)

鐘楼(北側面全景)



ページ

予算説明'書

款

11

災害復旧
費

1 概要

令和2年9月2日に本市へ最接近した台風9号の暴風により、「明治日本の産業革命遺産製

鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の1つである吐肯島炭坑」の護岸が被災したため、原形復

旧を行うこととしていた。その後、高島炭鉱整備活用委員会及ぴ国・県との協議・調整の結果、さら

なる強度を保つ必要性が判明したため、追加で補正を行うもの。

項

2

公共土木
施設災害
復旧費

道路橋りょ
う河川等災
害復旧費

目

2 事業内容

(1)端島護岸災害復旧工事 70,000千円

台風9号の影響により端島炭坑の西側護岸が一部崩落しだため、原形復旧を図るもの。

ア事業内容

端島護岸災害復旧工事 30.6m(上部コンクリート打設等)

番号

1-1

事

【補助】海岸災害復旧費

現年度災害分

業

イ事業費

総事業費.70,000千円(予算現額18,000千円、

名

ウ被害状況

吐糒島炭坑」の「護岸遺構」である西側護岸が一部崩落しており、更なる護岸の崩落へとっ

ながる危険性がある。

補正額

千円

52,000

3 財源内訳

事 業 費

千円

52,000

※1

※2

国庫支出金

※'1

河川等災害復旧事業費補助率 80%

災害復旧事業債充当率 100%(交付税措置率 95%)

千円

41,600

正

県支出金

52 000

財 源

円)

千円 千円

地方債

※2

内

千円

10,400

訳

その他

千円

一般財源

31
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1
 
船



【繰越明許費】

事

予算現額

業 費

補正額

千円

18,000

繰越明許額

国庫支出金

千円

52,000

4 繰越理由

年度内に事業が完了しないため。

千円

14,400

千円

52,000

財

県支出金

干円

41,600

源

千円

千円

41,600

地方債

内

千円

3,600

千円

訳

その他

干円

10,'400

千円

千円

10,400

一般財源

千円

千円

于円

千円

千円

32

円
」

千



5 位図

西側護岸被災箇所

6 工法

当初工法

^コンクリート充填箇所

海側

・被災部分へのコンクリート充填

・コンクリート 210rn3
※コンクリート打設日数 1日

陸側

窪軍工法

[ニココンクリート充填箇所

[コ既存護岸取壊し箇所

海側

^,

、多

工法変更に伴う増工要因

・コンクリート量の増+160m3

・撤去工の増 +210m3

・被災して残った護岸の一部を取壊し、
コンクリートに置き換える

・コンクリート 370m3
※コンクリート打設日数 3日
・撤去工 210m3

陸側



頁

予算説明書【繰越明許費】

款

11

災害復旧費

1 概要

稲佐山山頂電波塔のライトアップに係る投光器等が、令和2年7月、 9月の落雷により一部

が不点灯となっているため、同設備の復旧を行うもの。

3

市有施設等

災害復旧費

項

2 事業内容

(1)稲佐山山頂電波塔ライトアップ設備修繕

(2)施工期間約5 力月

(3)現状

照明器具

市有施設等

災害復旧費

目

干円

【単独】市有施設災害復旧費

現年度災害分

〔稲佐山山頂電波塔ライトアップ〕

事 業

修繕対象

47.5%)

名

摘要

故障(全損)

故障(一部)

故障無し

音響・制御

繰越明許費

(1 7,.000 千円)

合計

修繕対象

千.円

17,000

N H K1答

3 繰越明許費

音響機器

5

簡易SPD

14

制御機器

FM塔

20

事業費

予算現額

4

(単位;式)

支出予定額

15

民放塔

5

繰越明許額

20

千円

36,735

4

国庫支出金

(単位:台)

4

千円

19,735

12

20

千円

17,000

13

千円

県支出金

財

6

41

千円

60

源

千円

千円

地方債※1

※1災害復旧事業債充当率100%(交付税措置率

※2全国市有物件災害共済

内

千円

千円

20,700

訳

千円

その他※2

千円

3,700

千円

16,025

千円

17,000

34

一般財源

千円

16,025

千円

10

千円

千円

10

計合

π
 
1
 
乃
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4 繰越の理由

稲佐山山頂電波塔のライトアップは、長崎の夜景のランドマークとしての役割を担っており

その復旧は急務であると思慮されるが、落雷の被災箇所の特定に係る調査に相当日数を要し、

年度内に作業が完了しないため。

5 経過

令和2年

令和2年

令和2年

令和2年

令和2年

令和2年1

令和2年1

7月24日(金)

9月1 1日(金)

9月1 2日(土)

9月1 7日(木)

9月1 8・日(金)

0月20日(火)

1月27日(金)

6 スケジュール

落雷発生

落雷発生

落雷発生

落雷発生

落雷発生

落雷被害調査業務委託契約締結

落雷被害報告害受理

4月初旬~5月上旬

時期

3月中旬~

5月中旬~6月上旬

7月中旬~

7 保険料について

稲佐山山頂電波塔ライトアップについて、全国市有物件災害共済に加入Lているため、復旧費

用に応じた保険金が支払われる。

ム園

9月

契約、資機材等発注

電波塔所有者との調整及ぴ現況調査

照明機器等撤去・再設置施工

保険金支払い実績

竣工

摘要

、

復旧工事費(H30年度施工分)

22,152,744円

保険料(R元年度受入分)

21,5刀,320円

35


